
第６章 養護教諭の普通免許状

第１節 大学卒業等による免許状の取得方法（免許法第５条別表第２）

大学又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において単位を修得し免許状を取得するために

は、次の表の基礎資格と養護教諭免許状を授与するために適当と認められた認定課程を有する大学等

における単位修得が必要です。

１ 基礎資格及び最低修得単位数

所要資格 最低修得単位数 左記の最低

（注）１ 修得単位数
基 礎 資 格

免許状 養護及び教職に とは別に、

の種類 関 す る 科 目 日本国憲

専修免許状 修士の学位を有すること（注）２ ８０ 法、体育、

イ 学士の学位を有すること ５６ 外国語コミ

ロ 保健師助産師看護師法第７条第１項の規定 ュニケーシ

により保健師の免許を受け、文部科学大臣の １２ ョンについ

１種免許状 指定する養護教諭養成機関に半年以上在学す て各２単

ること。 位並びに数

ハ 保健師助産師看護師法第７条第３項の規定 理、デー

により看護師の免許を受け、文部科学大臣の ２２ タ活用及び

指定する養護教諭養成機関に１年以上在学す 人工知能に

ること。 関する科目

イ 短期大学士の学位を有すること又は文部科 又は情報機

学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業す ４２ 器の操作に

ること。（注）３ ついて２単

位の修得

２種免許状 ロ 保健師助産師看護師法第７条の規定により が必要（２
―

保健師の免許を受けていること。 種免許状を

ロ及びハの

ハ 保健師助産師看護師法第５１条第１項の規 項で取得す

定に該当すること又は同条第３項の規定によ ― る場合につ

り免許を受けていること。 いても必

要。）。

(注)１ 最低修得単位数は、養護教諭免許状を授与するために適当と認められた認定課程を有

する大学又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することが必要で

あり、認定講習等の単位は使用できません。なお、専修免許状に必要な「大学が独自に

設定する科目」３１単位のうち２４単位については、大学院の課程又は大学（短期大学

を除く。）の専攻科の課程で修得することが必要です。

２ 「修士の学位」には、大学（短期大学を除く。）の専攻科又は大学院に１年以上在学

し、かつ、在学中に３０単位以上修得した場合も含みます。

３ 「短期大学士の学位」には、大学又は文部科学大臣の指定した教員養成機関に２年以

上在学し、６２単位以上修得した場合も含みます。

４ ２種免許状を有し → １種免許状

を、この表の規定により取得しようとする場合、１種免許状を有し → 専修免許状

取得しようとする免許状に係る最低修得単位数のうち、それぞれ有する免許状（所要資

格を得ている場合も含む。）に係る最低修得単位数は既に修得したものとみなします。

54



２ 単位の修得方法

養 護 及 び 教 職 に 最低修得単位数
関 す る 科 目 左の各科目に含めることが必要な事項 １種 ２種

専修 イ ロ ハ イ

養護に関する科目 （注）１ ２８ ２８ ３ ６ ２４

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項

（学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。）

教職の意義及び教員の役割・職務内容

（チーム学校運営への対応を含む。）

教育の基礎的理解に 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

関 す る 科 目 ８ ８ ２ ２ ５

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 （注）2 （注）2

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する

理解 （注）３

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム

・マネジメントを含む。）（注）４

道徳、総合的な学習の時間及び総合的な探究

の時間並びに特別活動に関する内容

道徳、総合的な学習 教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用

の時間等の内容及び を含む。）

生徒指導、教育相談 ６ ６ ３

等 に 関 す る 科 目 生徒指導の理論及び方法

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識
を含む。）の理論及び方法

養護実習（事前及び事後の指導１単位を含む。） ５ ５ ２ ２ ４
教育実践に関する科目 （注）５

教職実践演習 ２ ２ ２

大学が独自に設定する科目 （注）７

（注）１ 「養護に関する科目」は、次頁の「養護に関する科目」の単位の修得表により修得するこ
とが必要です。
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【養護に関する科目の単位の修得表】

最 低 修 得 単 位 数
養 護 に 関 す る 科 目 １種 ２種

イ ロ ハ イ
（注）６ （注）６

衛生学・公衆衛生学（予防医学を含む。） ４ ２ ２

学校保健 ２ ３ ２ １

養護概説 ２ １

栄養学（食品学を含む。） ２ ２ ２

健康相談活動の理論・健康相談活動の方法 ２ ２

解剖学・生理学 ２ ２

「微生物学、免疫学、薬理概論」 ２ ― ― ２

精神保健 ２ ２

看護学（臨床実習及び救急処置を含む。） １０ １０

備 １ 「 」内の事項は、そのうち１以上の事項について修得すること。
考 ２ １種免許状のロの項については、衛生学・公衆衛生学(予防医学を含む｡)、学校保

健、養護概説及び栄養学(食品学を含む｡)に含まれる内容について合わせて３単位以
上を修得すること。

３ １種免許状のハの項については、学校保健及び養護概説について合わせて２単位以
上を修得すること。

２ 「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、

教育相談等に関する科目」又は「教育実践に関する科目」（以下、「養護教諭・栄養教諭の

教育の基礎的理解に関する科目等」という。）は、それぞれ各科目に含めることが必要な事

項について全ての事項を含んで修得することが必要です。

ただし、１種免許状のロの項及びハの項に規定する「教育の基礎的理解に関する科目」に

ついては、「教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想に関する科目」、「幼児、児童及

び生徒の心身の発達及び学習の過程に関する科目」並びに「特別の支援を必要とする幼児、

児童及び生徒に対する理解に関する科目」のうち１以上の科目を含んで修得することが必要

です。

３ 「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解に関する科目」は１単位以上

を修得することが必要です。

４ 「道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目」に「教育

課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）」の内容を含む場合に

あっては、「教育の基礎的理解に関する科目」に「教育課程の意義及び編成の方法（カリキ

ュラム・マネジメントを含む。）」の内容を含むことは要しません。

５ 「養護実習」は、養護教諭、養護助教諭又は養護職員として１年以上良好な成績で勤務し

た旨の実務証明を有する者は、経験年数１年につき１単位の割合で表に掲げる「養護教諭・

栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」（養護実習を除く。）の単位をもって替える

ことができます。

６ １種免許状のロの項及びハの項については、５４頁の｢１ 基礎資格及び最低修得単位数」

の表に掲げる最低修得単位数に不足する単位数は、５５頁の表に掲げる「養護及び教職に関

する科目」の中から任意に修得することが必要です。
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７ 大学が独自に設定する科目

最 低 修 得 単 位 数

専修免許状 ３１ １種免許状 イの項 ７ ２種免許状 イの項 ４

① 専修免許状に必要な「大学が独自に設定する科目」３１単位のうち２４単位については

大学院の課程又は大学（短期大学を除く。）の専攻科の課程で、５５頁の「２ 単位の修

得方法」の表に掲げる「養護に関する科目」又は「養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理

解に関する科目等」の単位を修得することが必要です。

② １種免許状又は２種免許状に必要な「大学が独自に設定する科目」については、同表に

掲げる「養護に関する科目」若しくは「養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する

科目等」又は大学が加えるこれらに準ずる科目について修得することが必要です。
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第２節 教員歴と単位修得による免許状の取得方法（免許法第６条別表第６）

養護教諭免許状所有者が、養護教員としての在職年数と単位修得により上級の養護教諭普通免許状

を取得するためには、次の表の基礎資格と単位修得が必要です。

１ 養護教諭１種免許状への上進に必要な基礎資格及び最低修得単位数

(1) 短期大学卒業等で２種免許状を有する者（県教委規則別表第４）

基 礎 と な る 免 許 状 養護教諭２種免許状

在 職 年 数 （注）１ ３ ４ ５

最 低 修 得 単 位 数（注）２ ２０ １５ １０

養護に関する科目 ８ ６ ４

衛生学・公衆衛生学（予防医学を含む。）

学校保健 ３ ２ ２
養 以 以 以
護 養護概説 上 上 上
に の の の
関 健康相談活動の理論・健康相談活動の方法 科 科 科
す 目 目 目
る 栄養学（食品学を含む。） に に に
科 つ つ つ
目 解剖学・生理学 い い い
の て て て
内 「微生物学、免疫学、薬理概論」 （注）３ ５ ４ ３
訳

精神保健

看護学（臨床実習及び救急処置を含む。） ３ ２ １

養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 ６ ４ ３

養護教諭・栄 教育の基礎的理解に関する科目 ２ ２ １

養教諭の教育

の基礎的理解 道徳、総合的な学習の時間等の内容及び ２ １ １

に関する科目 生徒指導、教育相談等に関する科目

等の内訳

大学が独自に設定する科目 ２ ２ ２

備考 最低修得単位数に不足する単位数は、「養護に関する科目」、｢養護教

諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」及び「大学が独自に

設定する科目」の中から任意に修得すること。

(注)１ 在職年数及び単位修得は、養護教諭２種免許状を取得した後のものに限られます。

在職年数は、養護教諭、養護助教諭又は養護職員として在職した期間です。ただし、

休職、育児休業、病気休暇、組合専従等の期間は含みません。

２ 単位は、認定課程を有する大学（短期大学の専攻科を含む。）、認定講習、公開講座

等で修得することが必要です。

３ 「 」内の事項を修得する場合は、そのうち１以上の事項について修得することが必

要です。

４ 「養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」の単位の修得方法につい

ては、各科目に含めることが必要な事項のうち、いずれかの事項について修得すること

が必要です。

５ 「大学が独自に設定する科目」の単位の修得方法については、「養護に関する科目」

若しくは「養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」又は大学が加える

これらに準ずる科目について修得することが必要です。
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(2) ４年制大学を卒業し２種免許状を有する者（県教委規則別表第４）

次のいずれかの基礎資格を満たす者も含まれます。

Ａ 大学に３年以上在学し、かつ、９３単位以上修得した者

Ｂ 大学に２年以上及び大学の専攻科に１年以上在学し、かつ、９３単位以上修得した者

Ｃ 旧国立養護教諭養成所を卒業した者

Ｄ 別表第２のロの項の規定により授与された２種免許状を有する場合

基 礎 と な る 免 許 状 養護教諭２種免許状

基 礎 資 格 Ａ、Ｂ、Ｃ Ｄ

在 職 年 数 （注）１ １ １

最 低 修 得 単 位 数（注）２ １０ １０

養護に関する科目 ４ ４

衛生学・公衆衛生学（予防医学を含む。）

学校保健 ２ ２
養 以 以
護 養護概説 上 上
に の の
関 健康相談活動の理論・健康相談活動の方法 科 科
す 目 目
る 栄養学（食品学を含む。） に に
科 つ つ
目 解剖学・生理学 い い
の て て
内 「微生物学、免疫学、薬理概論」 （注）３ ３ ３
訳

精神保健

看護学（臨床実習及び救急処置を含む。） １ １

養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 （注）４ ３ ３

養護教諭・栄養 教育の基礎的理解に関する科目 １ １
教諭の教育の基
礎的理解に関す 道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指 １ １
る科目等の内訳 導、教育相談等に関する科目

大学が独自に設定する科目（注）５ ２ ―

備考 最低修得単位数に不足する単位数は、「養護に関する科目」、｢養護教

諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」及び「大学が独自に

設定する科目」の中から任意に修得すること。

(注)１ 在職年数及び単位修得は、養護教諭２種免許状を取得した後のものに限られます。

在職年数は、養護教諭、養護助教諭又は養護職員として在職した期間です。ただし、

休職、育児休業、病気休暇、組合専従等の期間は含みません。

２ 単位は、認定課程を有する大学（短期大学の専攻科を含む。）、認定講習、公開講座

等で修得することが必要です。

３ 「 」内の事項を修得する場合は、そのうち１以上の事項について修得することが必

要です。

４ 「養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」の単位の修得方法につい

ては、各科目に含めることが必要な事項のうち、いずれかの事項について修得すること

が必要です。

５ 「大学が独自に設定する科目」の単位の修得方法については、「養護に関する科目」

若しくは「養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」又は大学が加える

これらに準ずる科目について修得することが必要です。
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２ 養護教諭専修免許状への上進に必要な基礎資格及び最低修得単位数

基 礎 と な る 免 許 状 養 護 教 諭１ 種 免 許 状

在 職 年 数 （注）１ ３年以上

最 低 修 得 単 位 数 （注）２ １５単位以上

(注)１ 在職年数及び単位修得は、養護教諭１種免許状を取得した後のものに限られます。

在職年数は、養護教諭、養護助教諭又は養護職員として在職した期間です。ただし、

休職、育児休業、病気休暇、組合専従等の期間は含みません。

２ 単位は、大学院の課程又は大学（短期大学を除く。）の専攻科の課程、これと同レベ

ルの認定講習等における「大学が独自に設定する科目」について修得することが必要で

す。ただし、３単位までは、「養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目

等」に準ずる科目の単位をもって替えることができます。
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